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厚生労働省労働基準局安全衛生部

労働衛生課⾧

化学物質対策課⾧

鉛等有害物質を含有する塗料の剥離やかき落とし作業におけ
る労働者の健康障害防止について



ポイント
1（塗料の剥離等作業を発注する者について）
『橋梁等建築物』に塗布された塗料の剥離等作業を発注する者
は塗料中の鉛やクロム等の有害な化学物質の有無について把
握している情報を施工者に伝えるほか、塗料中の有害物の調
査やばく露防止対策について必要な経費等の配慮を行うこと。

２（塗料の剥離等作業を請け負う事業者について）
労働安全衛生法等関係法令に基づく対策の必要性を確認す
るため、橋梁等建設物に塗布された塗料の剥離等作業を請け
負う事業者は、発注者に問い合わせる等して、当該塗料の成
分を把握すること。

◇事前調査の実施
設計図書等による第一次スクリーニング
現場調査（分析のための試料採取を含む）による第二次スクリーニング

通達抜粋



3当該塗料の成分について鉛等の有害物が確認された場合は、当該塗料
の剥離等作業を行う事業者は、鉛中毒障害予防規則等関係法令に従い、
湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業指揮の実施、
有効な保護具の着用等を実施すること。

4鉛等有害物を含有する塗料の剥離等作業を、近隣環境への

配慮のために隔離措置された作業場や屋内等の狭隘で閉鎖さ

れた作業場（以下「隔離区域等内作業場」という。）で作業を行

う場合は、当該区域内の鉛等有害物の粉じん濃度は極めて高

濃度になるため、次の措置を行うこと。

通達抜粋



(1)剥離等作業は必ず湿潤化して行うこと。

(2)隔離区域等内作業場に粉じんを集じんするため適切な除じ

ん機能を有する集じん排気装置を設けること。

(3)隔離区域等内作業場より粉じんを外部に持ち出さないよう

洗身や作業衣等の洗浄等を徹底すること。

(4)隔離区域等内作業場については、関係者以外の立ち入りを

禁じ、区域内で作業や監視を行う労働者については、電動ファ

ン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気

呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを着用させること。

なお、電動ファン付き呼吸用保護具については、フィルターを

適切な期間ごとに交換するなど適切に管理して使用させること。

通達抜粋



(6)隔離区域等内作業場の粉じんを運搬し、又は貯蔵すると
きは、当該粉じんが発散するおそれがないように堅固な容
器を使用し、又は確実な包装をすること。

通達抜粋



橋梁塗膜に含まれている有害物

鉛

塗料に使用されていた鉛の有害性については、次のように考えられています。
１日０．５ｍｇ以上吸入すると。蓄積して毒性を表しています。０．５ｇ
吸収すると致命的で、急性中毒の場合、嘔吐、四肢の麻痺、腎障害等を起こ
し、１～２日で死亡する。
慢性中毒では、主に排尿障害等消化器症状やけいれん等の神経症状が起こ
り、一部では、貧血が認められます。

塗料には、防錆（ぼうせい）顔料（鉛系さび止めペイント）や着色顔料
（黄・オレンジ等）に使用しているケースが多いと言われています。
２００８年まで、製造されていました。



鉛系錆止め塗料について

平成17年 鋼道路橋塗装便覧改訂

改訂されるまで、新設塗装系に

『鉛系錆止め塗料』が適用

鉛はほとんどの鋼橋に含まれていると推察



橋梁塗膜に含まれている有害物

ＰＣＢ（塩素化ビフェニル）
１）用 途：絶縁油、塗料、顔料、合成樹脂の製造など

２）暴露経路：経口、経皮、眼からの吸入

３）急性中毒：眼の刺激、発赤、皮膚の発赤、かぶれ、ただれ、乾燥、頭痛、痺れ、発熱

４）慢性中毒：肝臓障害、塩素ざ瘡などの皮膚症状、眼瞼マイボーム腺から分泌過剰
などの眼症状、甲状腺機能低下、中枢神経症状、呼吸器症状、免疫機能低下、
消化管障害、副腎皮質機能低下

５）後遺症 ：肝臓、皮膚、免疫系の障害など

６）関係法令：特定化学物質障害予防規則（重量の１％以上）、ポリ塩化ビフェニル
廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法など

７）管理濃度：０，０１ｍｇ／㎥（特定化学物質障害予防規則）



ＰＣＢ・鉛 問題の背景



PCB含有塗膜の現状

〇昭和４３年から昭和４８年までの間に生産された塩化ゴム系塗料に可塑剤と
して使用されていた。

○直轄鋼橋12,000橋の内、PCB含有の鋼橋は約1,800橋

地方自治体を含めると3橋に1橋はPCB+鉛含有塗膜

○昭和４８年以降新設の鋼橋の塗膜からもPCBが検出

〇ＮＥＸＣＯ：鉛・ＰＣＢ・クロム・コールタール
現在は石綿含有も確認



『安全な工事の実施』

・有害物質による大気汚染防止

・有害物質による作業員の安全確保

・廃棄物の適切な処理



水系塗膜剥離剤工法等研究会
ＨＰ【技術指導より】



水系塗膜剥離剤工法等研究会
ＨＰ【技術指導より】











1人死亡の東名火災、塗膜くずから可燃性ガスか





ベンジルアルコール中毒（疑い）と診断された労働災害発生状況



土木研究所
土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン（案）改訂第2版より



２回施工しても塗膜が残存⇒鉛含有塗膜（オレンジ色）







平成26年５月30日付け基安労発0530第１号、基安化発0530第１号
「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止
について」（以下「平成26年５月30日付け鉛通知」という。）により示し、同じく、
剥離剤等を使用した塗膜の剥離やかき落とし作業における粉じんや化学物質による労
働者の健康障害防止を令和２年８月17日付け基安化発0817第１号「剥離剤を使用し
た塗料の剥離作業における労働災害防止について」（以下「令和2年8月17日付け剥離
剤通知」という。）により示しているところですが、

今般、塗膜の剥離やかき落とし作業における作業現場でのばく露防止対策の実施に当
たって二つの通知で示される内容を参照しやすいよう、「平成26年５月30日付け鉛通
知」に含まれている健康障害防止対策の内容を「令和2年8月17日付け剥離剤通知」に
盛り込み、

別添のとおり改正しましたので、貴団体におかれましては、傘下の会員事業場等に対
して周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。



１鉛中毒予防規則第40条第１号により、含鉛塗料のかき落とし業務は「著しく困難な場合を
除き、湿式によること。」と規定されていることに留意すること。

なお、「著しく困難な場合」とは、昭和42年３月31日付け基発第442号
「鉛中毒予防規則の施行について」に示すとおり「サンドブラスト工法を用いる場合又は塗
布面が鉄製であり、湿らせることにより錆の発生がある場合等をいうこと。」

の他、剥離剤を吹き付けること等
により労働者が高濃度に剥離剤にばく露するおそれがある場合も含むこと。

２塗膜の剥離やかき落とし作業における労働災害防止については、厚生労働省ホームページ
に掲載する最新の「剥離剤等の製剤を用いて塗膜を湿潤な状態にした後、剥離等作業を行う場
合において注意していただきたい事項」、「剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場
合において注意していただきたい事項」を参照すること。





剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただき
たい事項

（２）ブラスト工法（サンドブラスト等）を用いる場合のばく露防止措置
上記３（１）に加え、以下の措置を講じてください。

○可能な限り発生する粉じん量が少ない工法を選択すること。

○労働者には有効な呼吸用保護具として送気マスクを使用させること。

○メーカーの取扱説明書等を踏まえた作業手順を定め、安全衛生教育等
の実施により、当該手順に基づく作業が行われるよう労働者に徹底する
こと。

○塗膜の粉じんのみならず、吹き付け剤の粉じんにも留意の上、ばく露防
止措置を講じること。



まとめ①

●既存塗膜の有害物質の有無及び含有量調査

●厚労省通達及び各種法令の周知徹底

●作業主任者の選任による安全且つ有効な作業指揮
（工法・仕様・対策資機材の選択）



まとめ➁

●有害粉塵の作業場外への飛散防止

⇒作業場の隔離措置

⇒作業場の適切な換気

●作業員の安全確保

⇒適切な工法選定

⇒適切な安全衛生保護具の着用
⇒適切に使用！！


